栃木市あかちゃんはじめのプレゼント券取扱店募集要項

１．あかちゃんはじめのプレゼント（以下「プレゼント券」という。）券の概要
（１）交付対象
　　　栃木市内に住所を有する１歳未満の児童の保護者

（２）交付額
　　　２０，０００円（プレゼント券１，０００円×２０枚）

（３）購入できるもの
　　　・紙おむつ
　　　・おしりふき
　　　・その他育児用品

（４）使用方法
　　・栃木市内に店舗を有する事業所でプレゼント券取扱店として登録を受けた店舗（以下「取扱店」という。）で使用可能。
　　・１，０００円未満の差額は保護者が負担する。（差額の払い戻しはしない。）

（５）有効期限
　　　対象児童の満１歳の誕生月まで（プレゼント券の裏面に記載）

２．取扱店の資格要件
　取扱店として登録できる事業所は次のとおりとする。
（１）栃木市内に店舗を有すること。
（２）育児用品を購入できること。

３．取扱店の責務等
次に掲げる事項を遵守すること。
（１）使用者が提示したプレゼント券について、裏面の有効期限内であることを確認すること。
（２）プレゼント券の有効期限が切れている場合は、受け取りを拒否すること。
（３）プレゼント券が偽造されたものと判断できる場合は、受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに市に報告すること。
（４）取扱店として登録した内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとする時は、速やかに変更届または登録廃止届を市に提出すること。

４．プレゼント券代金の請求について
取扱店は、プレゼント券を受理した月の翌月１０日までに、市指定の請求書にプレゼント券を添えて市に提出すること。


５．登録申請方法
　　「栃木市あかちゃんはじめのプレゼント券取扱店登録申請書」に必要事項を記入し提出すること。

６．その他
（１）プレゼント券の保有中の紛失、盗難、破損その他の事故に対して、また、偽造、変造、模造に対して市は一切責任を追いません。
（２）プレゼント券の取り扱いにあたっては、市が別に定める「栃木市あかちゃんはじめのプレゼント券支給事業実施要綱」を遵守すること。
（３）市は、必要と認める時は、取扱店に対し、プレゼント券の取扱状況等の調査の協力を依頼することがあります。また、本募集要項に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や登録の取り消し等を行う場合があります。
（４）本募集要項の内容に変更等が生じた場合には、関係者あてに速やかに連絡・周知します。

７．申請先・問い合わせ先
　　〒328-8686　栃木市万町９番２５号
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